
令和８年度

事業承継相談会
事業承継に関する様々な課題解決を支援する相談会です。
新潟県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターが、事業承継・事業
引継ぎに関して、秘密厳守で相談を承ります。

開催日

時 間

会 場

毎月第３金曜日【予約制】
（4月17日・5月15日・6月19日・7月17日・8月21日・9月18日・
10月16日・11月20日・12月18日・1月15日・2月19日・3月19日）

①13：00～ ②14：00～

湯沢町役場（湯沢町大字神立３００番地）

会社同士の合併や
他社の買収について、

教えてほしい。

後継者はいるけど、
承継方法がわからない。

後継者がいない。
どうしよう？

廃業するしかない!?

相談会申込書

対 象

湯沢町（担当 企画観光課） TEL025-784-4850

このようなお悩みありませんか？

湯沢町役場 企画観光課 行 FAX 025-784-3582
Mail kikaku@town.yuzawa.lg.jp

※相談は完全予約制です。各開催日の1週間前までに以下をご記入のうえ、FAXまたはメールにて申し

込みください。受付後、折り返し『希望連絡先』に担当者から連絡いたします。
お申込日 年 月 日

後継者をできれば
保証人にしたくないが、

可能なのか？

主 催

湯沢町内で事業をしている方

希望日 令和 年 月 日 希望時間 □13:00~ □14:00～

ふりがな
代表者との続柄

相談者氏名

◎希望する連絡先
【注意‼】相談の件でご連絡してもよい電話番号をご記入ください。

電話番号 ー ー

ふりがな

事業所名

ふりがな

代表者名

ふりがな

事業所の住所

事業所の電話・FAX 電話（ ） ー FAX（ ） ー

１.ご相談内容を以下の□にチェック✓してください（複数回答可）

□親族への承継に関する相談 □従業員への承継に関する相談 □M＆Aによる譲渡しに関する相談
□M＆Aによる譲受けに関する相談 □その他（以下の欄にご記入ください。）

２．ご相談内容（下記に具体的な相談内容をご記入ください。）

無料


